
LA276 Leading Cases in Civil Law 契約締結上の過失の過失過失
民法の判例からの判例から判例からから

ケース（１０）：契約契約ていけつ締結じょう上の過失の過失か し つ過失
【事実関係】
　X は、あるマンションをマンションを

はんばい

販売していた。あるマンションを日、
し か い

歯科医
し

師Y が X のオフィスをオフィスをを
おと

訪れて、

「歯科クリニックを歯科クリニックを
かいぎょう

開 業するマンションをために、今マンションをマンションを
さが

探しているマンションを」と X に話した。そこした。そこ

で X は Y と契約ののオフィスを
こうしょう

交 渉を始めた。めた。Y が「歯科クリニックをマンションのオフィスを１階にクリニックを作り、２階の階にクリニックを作り、２階のにクリニックを作り、２階のり、２階の階にクリニックを作り、２階ののオフィスを

１階にクリニックを作り、２階の部屋をを
じゅうきょ

住 居として使うつもりだ」と話した。またうつもりだ」と話した。そこした。また Y は「歯科クリニックを歯科クリニックは
たいりょう

大 量のオフィスを
でんりょく

電 力を使うつもりだ」と話した。また用するが、このマンションは大丈夫か？」とするマンションをが、このオフィスをマンションは大丈夫か？」とか？」と X に
たず

尋ねた。そこで X は、本当にに

このオフィスをマンションに
にゅうきょ

入 居するマンションを意思があるかどうか、があるマンションをかどうか、Y にはっきりと
かくにん

確認しないまま、使うつもりだ」と話した。また用するが、このマンションは大丈夫か？」と

できるマンションを
で ん き

電気
ようりょう

容 量を
ふ

増やす工事を行い、また、２階の部屋も準備した。そしてを行い、また、２階の部屋も準備した。そしてい、また、２階の階にクリニックを作り、２階ののオフィスを部屋をも準備した。そしてした。そして X が Y に売

買契約ののオフィスを
ていけつ

締結を要求したところ、したところ、Y はそのオフィスを意思があるかどうか、は全くないと言って契約をくないと言って契約をって契約のを
き ょ ひ

拒否した。このオフィスを

ため X は、Y に対して「して「歯科クリニックを
けいやく

契約の
ていけつ

締結
じょう

上 のオフィスを
か し つ

過失」によるマンションを損害賠償を請求して訴訟を起こしたを請求したところ、して訴訟を起こしたを起こしたこした。

　第一審裁判所は、「当事者がは、「歯科クリニックを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がが
とりひき

取引
こうしょう

交 渉を
か い し

開始めた。して、契約の締結を
もくてき

目的とした
じゅんび

準備した。そして
だんかい

段階にクリニックを作り、２階のに

入った場合には、当事者間に契約にには、当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者が間に契約にに契約のに
じゅん

準 じた
しんらい

信頼
かんけい

関係が
せいりつ

成立するマンションを。そして、たとえ契約は契約のは

まだ成立していなくても、このオフィスを信頼関係に基づいて、相手方にづいて、相手方にに
ふ と う

不当にな損害を及ぼさないよぼさないよ

うに
ちゅうい

注意するマンションを
ぎ む

義務が生じる。この注意義務はじるマンションを。このオフィスを注意義務は
し ん ぎ

信義
そく

則に基づいて、相手方にづくものオフィスをであるマンションを。もし一方にのオフィスを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして

者ががこのオフィスを注意義務に違反して、「契約が有効に成立するだろう」として、「歯科クリニックを契約のが有効に成立するだろう」とに成立するマンションをだろう」と
しんらい

信頼した相手方にに損害

を及ぼさないよぼしたときは、そのオフィスを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がは、契約の成立を信じたために相手方にが受けた損害（けた損害（
しんらい

信頼
り え契約は き

利益）を賠償する義務を負う」と判断した。を賠償を請求して訴訟を起こしたするマンションを義務を負う」と判断した。う」と判断した。した。Y が控訴するマンションをと、控訴審裁判所は、「当事者がもこのオフィスを判断した。を

支持したので、したのオフィスをで、Y は上告した。した。

【判旨】
　最高裁判所は、「当事者がも、控訴審裁判所は、「当事者がのオフィスを判断した。を支持したので、して X のオフィスを損害賠償を請求して訴訟を起こした請求したところ、を認めて、そのオフィスを理由をを

次のように説明した。契約交渉を開始した当事者の一方が、不当にその交渉をのオフィスをように説明した。契約交渉を開始した当事者の一方が、不当にその交渉をした。契約の交渉を開始めた。した当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がのオフィスを一方にが、不当ににそのオフィスを交渉を
う

打ち
き

切った

ときは、そのオフィスを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がには、相手方にが受けた損害（けた損害を賠償を請求して訴訟を起こしたするマンションを
し ん ぎ

信義
そく

則上のオフィスを責任がある。しかしがあるマンションを。しかし

本件の場合、のオフィスを場合には、当事者間に契約に、X は Y に契約の締結のオフィスを意思があるかどうか、を全くないと言って契約をく確認しておらず、X にも
どう

同
て い ど

程度のオフィスを
か し つ

過失が認め

られるマンションをから、Y のオフィスを損害賠償を請求して訴訟を起こした責任がある。しかしは、X が受けた損害（けた 
しんらい

信頼
り え契約は き

利益のオフィスを５割とするのが相当である。割とするのが相当である。とするマンションをのオフィスをが相当にであるマンションを。
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【関連条文】
民法第 418条（か し つ過失そうさい相殺）⇄　มาตรา ๒  ๒๓  

　 　債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これをの不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これをに関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これをして債権者に過失があったときは、裁判所は、これを債権者に過失があったときは、裁判所は、これをに関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを過失があったときは、裁判所は、これをがあったときは、裁判所は、これを裁判所は、これをは、裁判所は、これをこれを
こうりょ

考慮して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを、裁判所は、これを損害賠

償の責任及びそのの不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを責任及びそのびその不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを
がく

額を定める。める。

มาตรา ๒๒๓
ถ้าฝ่ายผ้้เสียหายได้มีส่วนทำาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ 

ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผ้้เสียหายมากน้อยเพียงใด ต้องอาศยัพฤติการณ์
เป็นประมาณ ข้อสำาคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดข้ึน เพราะฝ่ายไหนเป็นผ้้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากัน
เพียงไร

วิธีเดียวกันนี้  ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผ้้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนล้ก
หนี้ ให้ร้้สึกถึงอันตราย แห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งล้กหนี้ ไม่ร้้หรือไม่อาจจะร้้
ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำาบัดปัดป้อง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่ง บทบัญญัติแห่ง
มาตรา ๒๒๐ นั้น ท่านให้นำามาใช้บังคับด้วยโดยอนโุลม

【解説】
　このオフィスを

じ

事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして
あん

案は、
けいやく

契約の
こうしょう

交 渉が
 は たん

破綻して、契約のが成立しなかった場合には、当事者間に契約にであるマンションを。そのオフィスを交渉のオフィスを
か

過
てい

程で、一方にのオフィスを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がが損害を
こうむ

被 った。しかし、契約のが成立しなかったのオフィスをだから、他方にのオフィスを

当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がには何の法的責任もないのだろうか？のオフィスを法的責任がある。しかしもないのオフィスをだろうか？

　このオフィスを問題を解決するために、「を解決するために、「するマンションをために、「歯科クリニックを
けいやく

契約の
ていけつ

締結上のオフィスを過失」という理論がドイツで生まれた。こがドイツで生まれた。こで生じる。この注意義務はまれた。こ

れをラテン語で“で“Cupla in contrahendo (Fault during negotiation)””と呼んだ。この理んだ。このオフィスを理

論がドイツで生まれた。こによるマンションをと、当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がたちが
けいやく

契約の
ていけつ

締結のオフィスをために
こうしょう

交 渉を始めた。めるマンションをと、当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がたちのオフィスを間に契約にに契約の関

係と似た社会関係が成立する。この社会関係で当事者たちは、他方の当事者がた社会関係が成立するマンションを。このオフィスを社会関係で当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がたちは、他方にのオフィスを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がが
 ふ とう

不当にな損害

を
こうむ

被 らないように
ちゅうい

注意して、
あい て 

相手を
まも

守るマンションを義務があるマンションを。このオフィスを義務は、いわゆるマンションを「歯科クリニックを
しん ぎ 

信義
そく

則」

（
しん ぎ 

信義に従い、い、
せいじつ

誠実に行い、また、２階の部屋も準備した。そして為する義務）から生まれる。一方の当事者がこのするマンションを義務）を賠償する義務を負う」と判断した。から生じる。この注意義務はまれるマンションを。一方にのオフィスを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者ががこのオフィスを
ちゅうい

注意義務を守ら

なかったときは、そのオフィスを当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がに過失（
 き せき

帰責
 じ ゆう

事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして由を）を賠償する義務を負う」と判断した。があり、相手方にに対して「して、そのオフィスを損害を賠

償を請求して訴訟を起こしたしなければならない。これは「歯科クリニックを注意義務違反して、「契約が有効に成立するだろう」と」に基づいて、相手方にづく責任がある。しかしだから、
 ふ ほう

不法
こう い 

行い、また、２階の部屋も準備した。そして為する義務）から生まれる。一方の当事者がこの責任がある。しかしと似た社会関係が成立する。この社会関係で当事者たちは、他方の当事者が

ているマンションを。したがって、損害を受けた損害（けた当に事を行い、また、２階の部屋も準備した。そして者がが相手方にのオフィスを過失（注意義務違反して、「契約が有効に成立するだろう」と）を賠償する義務を負う」と判断した。を
りっしょう

立証するマンションを
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きょしょう

挙証
せきにん

責任がある。しかしを負う」と判断した。っているマンションをと考えることができる。え契約はるマンションをことができるマンションを。

　このオフィスを理論がドイツで生まれた。こは、日本でも
ほんけん

本件の場合、のオフィスをような
はんれい

判例で
しょうにん

承認されているマンションをが、平成２階の９年ののオフィスを
みんぽう

民法
かいせい

改正

では、これが条文にに
さいよう

採用するが、このマンションは大丈夫か？」とされるマンションをことはなかった。しかし、2001年ののオフィスをドイツで生まれた。こ民法改正、

2016年ののオフィスをフランスを民法改正では、条文にとして採用するが、このマンションは大丈夫か？」とされた：

«German Civil Code»

§ 241 Duties arising from an obligation
(I) By virtue of an obligation an obligee is entitled to claim performance from the obligor. The 

performance may also consist in forbearance.

(II) An obligation may also, depending on its contents, oblige each party to take account of the rights, legal 
interests and other interests of the other party.

§ 311　Obligations created by legal transaction and obligations similar to legal 
transactions

(I) In order to create an obligation by legal transaction and to alter the contents of an obligation, a contract 
between the parties is necessary, unless otherwise provided by statute.

(II) An obligation with duties under § 241 (II) also comes into existence by

1. the commencement of contract negotiations

2. the initiation of a contract where one party, with regard to a potential contractual relationship, gives
the other party the possibility of affecting his rights, legal interests and other interests, or entrusts 
these to him, or

3. similar business contacts.

(III) […] 

«French Civil Code»

Negotiations
Art. 1112. – The commencement, continuation and breaking-off of precontractual negotiations are free 
from control. They must mandatorily satisfy the requirements of good faith.

In case of fault committed during the negotiations, the reparation of the resulting loss is not calculated 
so as to compensate the loss of benefits which were expected from the contract that was not concluded.

Extra-contractual liability in general
Art. 1240. – Any human action whatsoever which causes harm to another creates an obligation in the 
person by whose fault it occurred to make reparation for it.

Art. 1241. – Everyone is liable for harm which he has caused not only by his action, but also by his 
failure to act or his lack of care.

　このオフィスを 2つのオフィスを法を
くら

比べてみるマンションをと、おもしろいことが分かる。ドイツ民法は、交渉中の社会かるマンションを。ドイツで生まれた。こ民法は、交渉中の社会のオフィスを社会

関係を「歯科クリニックを契約の関係に
じゅん

準 じるマンションを
しんらい

信頼関係」と理解しているマンションを。このオフィスを関係は、契約の交渉が始めた。まるマンションを
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と成立するマンションを。そして、交渉が

 は たん

破綻した場合には、当事者間に契約にはそのオフィスを
じ

時
てん

点で
しゅうりょう

終 了するマンションをが、契約のが締結されれ

ば、そのオフィスを関係は契約の中の社会もずっと
けいぞく

継続するマンションをことになるマンションを。特にに
ちんたいしゃく

賃貸借関係や
 こ よう

雇用するが、このマンションは大丈夫か？」と関係などのオフィスを

継続的な契約の関係のオフィスを場合には、当事者間に契約に、このオフィスを信頼関係はとても重要であるマンションを。

　これに対して「してフランスを民法は、契約の交渉中の社会のオフィスを過失を「歯科クリニックを不法行い、また、２階の部屋も準備した。そして為する義務）から生まれる。一方の当事者がこの」のオフィスを一種と考えていると考えることができる。え契約はているマンションを

(Arts. 1240, 1241)”。そこで第 1112条第２階の項は、「契約交渉中の過失の場合には、は、「歯科クリニックを契約の交渉中の社会のオフィスを過失のオフィスを場合には、当事者間に契約にには、
  り こう

履行い、また、２階の部屋も準備した。そして
 り え契約はき

利益のオフィスを賠償を請求して訴訟を起こした責任がある。しかしは生じる。この注意義務はじない」と
 き てい

規定しているマンションを。
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